
[成果情報名]施肥量削減の取組が進行する牧之原台地における水系の硝酸性窒素濃度の低減 

[要約]静岡県牧之原地域において 1999 年から測定を開始した小河川、湧水の硝酸性窒素濃度の推

移をみると、22 河川中 17 河川、9湧水中 7湧水において有意な低減傾向が認められる。これは茶

園における施肥量削減の取組の効果である可能性が高い。 
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[背景・ねらい] 

 硝酸性窒素による水系への環境負荷には農業の寄与が大きいとされている。多施肥傾向であった

畑作地帯を集水域とした水系においては高濃度の硝酸性窒素が認められる事例が報告され、施肥量

削減の取組が進行している。しかしながら、施肥量削減が水系の硝酸性窒素濃度の低下に貢献した

という報告例は極めて少ない。 

 ここでは施肥量削減の取組が進行している牧之原台地において水系の硝酸性窒素濃度を長期観測

した結果から、施肥量の削減が水系の水質改善に寄与を示唆する例を示す。 

 

[成果の内容・特徴] 

１．対象地域は 540ha の茶園を有する 930ha の台地である（図１）。この台地は他の台地からほぼ

独立しており、茶園以外に大きな窒素の排出源がない。このため、この台地から流出する硝

酸性窒素は茶園由来である。 

２．この台地を集水域とするすべての河川と９ヵ所の湧水について 1999 年（河川６のみ 1994 年）

から 2008 年まで硝酸性窒素濃度を観測した結果によると、22 河川中 17 河川、９湧水中７湧

水で有意な濃度の低下傾向が認められる（図２、表１）。 

３．静岡県内の茶園の施肥窒素量は 1993 年には 105kgN/10a、1998 年で 80kgN/10a，2002 年に

60kgN/10a と調査期間中に徐々に削減されてきている（野中, 2004）。また我々が行った農家

からの聞き取り調査では、この地域での施肥削減の取組みは 1998 年から開始されており、地

域 JA によると 2000 年以降は施肥量を 54kgN/10a とする取組が始まっている。これに対応し

て施肥量削減の開始時期から数年経過後に河川６における濃度の低下傾向が明瞭となってい

る（図２）。また、有意な低下傾向が認められた河川の水量には有意な変動はない（データ省

略）。これらのことから水系での硝酸性窒素濃度の低下傾向は施肥量削減の取組の効果である

可能性が極めて高い。 

 

[成果の活用面・留意点] 

１．施肥量削減の取組の効果を検証するデータとして活用できる。 

 

 



[具体的データ] 
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図 1 測定対象とした台地の模式図 

○◇はそれぞれ河川、湧水の調査地点。 
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図２ 河川の硝酸性窒素濃度の低減例 

表１の河川６の硝酸性窒素濃度を示したもの。 

表１ 調査した河川および湧水の硝酸性窒素濃度の中央値および変化速度 

勝間田川 

駿河湾 
萩間川 

河川 

茶園以外の台地 

平野部 

茶園 

濃度の中央値 変化速度1) 判定2) 濃度の中央値 変化速度1) 判定2)

mgN/L mgN/L/y mgN/L mgN/L/y
河川1 25.8 -0.51 ** 河川17 23.5 -1.42 **
河川2 22.0 -0.51 ** 河川18 18.4 -0.66 **
河川3 7.3 0.18 * 河川19 16.0 -0.66 **
河川4 17.3 -0.06 河川20 0.9 0.10 **
河川5 13.2 0.12 河川b 45.4 -2.74 **
河川6 27.5 -0.40 ** 河川c 9.1 -0.80 **
河川7 16.0 -0.44 ** 湧水1 15.8 0.95 **
河川8 25.4 -0.62 ** 湧水2 15.9 0.27 **
河川9 17.1 -0.40 ** 湧水3 24.5 -3.07 **
河川10 11.6 -0.77 * 湧水4 39.1 -0.73 **
河川11 24.4 -0.44 ** 湧水5 36.4 -2.01 **
河川12 25.2 -1.10 ** 湧水6 47.5 -0.14 **
河川13 13.1 -0.88 ** 湧水7 38.0 -1.42 **
河川14 9.7 -0.77 ** 湧水8 43.7 -3.43 **
河川15 15.8 -0.21 湧水9 29.0 -4.38 **
河川16 18.7 -1.57 **

1) Senの方法による変化速度の中央値。
2) Mann-Kendall検定による有意差検定結果。*,**はそれぞれ5,1%以下の危険率で
有意差があることを示す。

減肥取組時期 


